
令和５年度
はなわまち
健康カレンダー

　　問合せ　塙町役場健康福祉課
　　　　　　☎０２４７－４３－２１１５

令和５年度
はなわまち
健康カレンダー
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日 月 火 水 木 金 土
26
先負

27
仏滅

28
仏滅

29
仏滅

30 31 1
赤口

2
先勝

3
友引

4
先負

5
仏滅

6
大安

7
赤口

8
先勝

休日当番医
大木医院
☎３３－２４２４

心配ごと相談
図書館休館日

9
友引

10
先負

11
仏滅

12
大安

13
赤口

14
先勝

15
友引

休日当番医
深谷クリニック
☎３３－３２２３

心配ごと相談（弁護士相談）
4ケ月児健康診査
〈対象児〉R4.12月生
図書館休館日

16
先負

17
仏滅

18
大安

19
赤口

20
先負

21
仏滅

22
大安

休日当番医
車田病院
☎４３－１０１９

心配ごと相談
図書館休館日

10 ケ月児健康相談 
〈対象児〉R4.6～7月生

23
赤口

休日当番医
おおひら整形外科
クリニック
☎３３－９４６８

24
先勝

25
友引

26
先負

27
仏滅

28
大安

29
赤口口

昭和の日

30
先勝

休日当番医
木村医院
☎４６－３５２８

心配ごと相談
1歳 6ケ月児健康診査 
〈対象児〉R3.9～11月生
図書館休館日

2歳児歯科クリニック 
〈対象児〉R3.3～5月生

休日当番医
塙厚生病院
☎４３－１１４５

APRIL

2023年
（令和５ 年）41 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

3 5

毎月19日は
食育の日

よく噛むメリット
「表情豊かに」
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日 月 火 水 木 金 土

30
仏滅

1
友引

2
先負

3
仏滅 

憲法記念日

4
大安

みどりの日

5
赤口

子どもの日

6
先勝

図書館休館日

休日当番医
あらまちクリニック
☎３３－８０１８

休日当番医
つちやクリニック
☎４３－２２５０

休日当番医
東舘診療所
☎４６－２３１２

7
友引

8
先負

9
仏滅

10
大安

11
赤口

12
先勝

13
友引

休日当番医
和田医院
☎３３－２０１２

心配ごと相談（弁護士相談）
4ケ月児健康診査
〈対象児〉R5.1月生
図書館休館日

2歳6ケ月児歯科クリニック
〈対象児〉R2.9月～11月生 

14
先負

15
仏滅

16
大安

17
赤口

18
先勝

19
友引

20
仏滅

休日当番医
大木医院
☎３３－２４２４

心配ごと相談
図書館休館日

21
大安

22
赤口

23
先勝

24
友引

25
先負

26
仏滅

27
大安

休日当番医
深谷クリニック
☎３３－３２２３

心配ごと相談
3歳児健康診査 
〈対象児〉R1.9～11月生
図書館休館日

3歳児歯科クリニック
〈対象児〉R2.3月～5月生

28
赤口

29
先勝

30
友引

31
先負

1
休日当番医
車田病院
☎４３－１０１９

心配ごと相談
図書館休館日 図書館休館日（図書整理）

MAY

2023年
（令和５ 年）

MAY
51

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23
     30 24 25 26 27 28 29

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

4 6

 ✿今⽉の町税等納期のお知らせ✿
  軽⾃動⾞税………………全期
  固定資産税………………１期

納期限 5 ⽉ 31 ⽇（⽔）

毎月19日は
食育の日

よく噛むメリット
「メタボ・  

 肥満予防」
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日 月 火 水 木 金 土

30 31 1
仏滅

2
大安

3
赤口

4
先勝

5
友引

6
先負

7
仏滅

8
大安

9
赤口

10
先勝

休日当番医
おおひら整形外科クリニック
☎３３－９４６８

心配ごと相談
図書館休館日

11
友引

12
先負

13
仏滅

14
大安

15
赤口

16
先勝

17
友引

休日当番医
塙厚生病院
☎４３－１１４５

心配ごと相談（弁護士相談）
4ケ月児健康診査
〈対象児〉R5.2月生
図書館休館日

10 ケ月児健康相談 
〈対象児〉R4.8～9月生

18
大安

19
赤口

20
先勝

21
友引

22
先負

23
仏滅

24
大安

休日当番医
木村医院
☎４６－３５２８

心配ごと相談
図書館休館日

　　　　　　　　　献血

25
赤口

26
先勝

27
友引

28
先負

29
仏滅

30
大安

1
休日当番医
あらまちクリニック
☎３３－８０１８

心配ごと相談
図書館休館日 図書館休館日（図書整理）

JUNE

2023年
（令和５ 年）

JUN
61 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23
      30

24
      31 25 26 27 28 29

5 7

 ✿今⽉の町税等納期のお知らせ✿

  町県⺠税…………………１期

納期限 6 ⽉ 30 ⽇（⾦）

毎月19日は
食育の日

よく噛むメリット
「むし⻭・  
 ⻭周病予防」
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日 月 火 水 木 金 土

27 28 29 30 1
赤口

2
先勝

3
友引

4
先負

5
仏滅

6
大安

7
赤口

8
先勝

休日当番医
つちやクリニック
☎４３－２２５０

心配ごと相談
図書館休館日

9
友引

10
先負

11
仏滅

12
大安

13
赤口

14
先勝

15
友引

休日当番医
東舘診療所
☎４６－２３１２

心配ごと相談（弁護士相談）
4ケ月児健康診査
〈対象児〉R5.3月生
図書館休館日

16
先負

17
仏滅

海の日

18
赤口

19
先勝

20
友引

21
先負

22
仏滅

休日当番医
和田医院
☎３３－２０１２

休日当番医
大木医院
☎３３－２４２４ 図書館休館日 子宮がん・骨粗しょう症検診

23
大安

休日当番医
深谷クリニック
☎３３－３２２３

24
赤口

心配ごと相談
1歳6ケ月児健康診査
〈対象児〉R3.12～R4.2月生
図書館休館日

25
先勝

26
友引

27
先負

28
仏滅

29
大安

30
赤口

休日当番医
車田病院
☎４３－１０１９

31
先勝

心配ごと相談
図書館休館日

2歳児歯科クリニック 
〈対象児〉R3.6～8月生

JULY

2023年
（令和５ 年）71 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

6 8

 ✿今⽉の町税等納期のお知らせ✿
  固定資産税…………………２期
  国⺠健康保険税……………１期
  介護保険料…………………１期

納期限 ７⽉３１⽇（⽉）

毎月19日は
食育の日

よく噛むメリット
「集中⼒・  
 判断アップ」
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日 月 火 水 木 金 土

30 31 1
友引

2
先負

3
仏滅

4
大安

5
赤口

6
先勝

7
友引

8
先負

9
仏滅

10
大安

11
赤口

山の日

12
先勝

休日当番医
おおひら整形外科クリニック
☎３３－９４６８

子宮がん・骨粗しょう症検診
心配ごと相談
図書館休館日

2歳6ケ月児歯科クリニック
〈対象児〉R2.12月～R3.2月生

休日当番医
塙厚生病院
☎４３－１１４５

13
友引

14
先負

15
仏滅

16
先勝

17
友引

18
先負

19
仏滅

休日当番医
木村医院
☎４６－３５２８ 図書館休館日

　　　　　　　　　
10ヶ月児健康相談 
〈対象児〉R4.10～11月生

20
大安

21
赤口

22
先勝

23
友引

24
先負

25
仏滅

26
大安

休日当番医
あらまちクリニック
☎３３－８０１８

心配ごと相談（弁護士相談）
4ケ月児健康診査
〈対象児〉R5.4月生
図書館休館日

27
赤口

28
先勝

29
友引

30
先負

31
仏滅

休日当番医
つちやクリニック
☎４３－２２５０

心配ごと相談
3歳児健康診査

〈対象児〉R1.12～Ｒ2.2月生
図書館休館日

3歳児歯科クリニック
〈対象児〉R2.6～8月生

AUGUST

2023年
（令和５年）

AUGU
8 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23
      30

24
      31 25 26 27 28 29

7 9

 ✿今⽉の町税等納期のお知らせ✿
  町県⺠税…………………２期
  国⺠健康保険税…………２期
  介護保険料………………２期 
  後期⾼齢者医療保険料…１期

納期限 ８⽉３１⽇（⽊）

毎月19日は
食育の日

よく噛むメリット
「⾷べ物本来の 

 味を感じる」
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日 月 火 水 木 金 土

29 30 31 1
大安

2
赤口

3
先勝

4
友引

5
先負

6
仏滅

7
大安

8
赤口

9
先勝

休日当番医
東舘診療所
☎４６－２３１２

心配ごと相談
図書館休館日 図書館休館日（蔵書点検） 図書館休館日

10
友引

11
先負

12
仏滅

13
大安

14
赤口

15
友引

16
先負

休日当番医
和田医院
☎３３－２０１２
図書館休館日

心配ごと相談（弁護士相談）
4ケ月児健康診査
〈対象児〉R5.5月生
図書館休館日（蔵書点検） 図書館休館日（蔵書点検） 図書館休館日（蔵書点検） 図書館休館日（蔵書点検）

17
仏滅

18
大安

敬老の日

19
赤口

20
先勝

21
友引

22
先負

23
仏滅

秋分の日

休日当番医
大木医院
☎３３－２４２４

休日当番医
深谷クリニック 
３３－３２２３ 図書館休館日

休日当番医
車田病院
☎４３－１０１９

24
大安

25
赤口

26
先勝

27
友引

28
先負

29
仏滅

30
大安

休日当番医
おおひら整形外科クリニック
☎３３－９４６８

総合健診
心配ごと相談
図書館休館日 総合健診 総合健診 総合健診 総合健診

SEPTEMBER

2023年
（令和５ 年）

SEPTEM
91 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

8 10

 ✿今⽉の町税等納期のお知らせ✿
  固定資産税………………３期 
  国⺠健康保険税…………３期  
  介護保険料………………３期  
  後期⾼齢者医療保険料…２期 

納期限 10 ⽉ 2 ⽇（⽉）

毎月19日は
食育の日

よく噛むメリット
「胃腸の負担が 

 軽くなる」
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日 月 火 水 木 金 土
1
赤口

2
先勝

3
友引

4
先負

5
仏滅

6
大安

7
赤口

総合健診
休日当番医
塙厚生病院
☎４３－１１４５

総合健診
心配ごと相談
図書館休館日 総合健診 総合健診 総合健診 総合健診

8
先勝

9
友引

スポーツの日

10
先負

11
仏滅

12
大安

13
赤口

14
先勝

休日当番医
木村医院
☎４６－３５２８

休日当番医
あらまちクリニック
☎３３－８０１８ 図書館休館日

　　　　　　　　献血

　　　　　　　　　

15
先負

16
仏滅

17
大安

18
赤口

19
先勝

20
友引

21
先負

休日当番医
つちやクリニック
☎４３－２２５０

心配ごと相談（弁護士相談）
4ケ月児健康診査
〈対象児〉R5.6月生
図書館休館日

10 ヶ月児健康相談 
〈対象児〉R4.12～R5.1月生

22
仏滅

23
大安

24
赤口

25
先勝

26
友引

27
先負

28
仏滅

休日当番医
東舘診療所
☎４６－２３１２

心配ごと相談
1歳 6ケ月児健康診査
〈対象児〉R4.3～5月生 
図書館休館日

2歳児歯科クリニック
〈対象児〉R3.9～11月生

29
大安

30
赤口

31
先勝

1
赤口

2
赤口

休日当番医
和田医院
☎３３－２０１２

心配ごと相談
図書館休館日 図書館休館日（図書整理）

OCTOBER

2023年
（令和５ 年）

OCTOBE
10 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

119
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

 ✿今⽉の町税等納期のお知らせ✿
  町県⺠税…………………３期 
  国⺠健康保険税…………４期 
  介護保険料………………４期 
  後期⾼齢者医療保険料…３期 

納期限 10 ⽉ 31 ⽇（⽕）

毎月19日は
食育の日

よく噛むメリット
「⾎糖値の   
 急上昇を抑える」
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日 月 火 水 木 金 土

赤口
31 1

友引
2
先負

3
仏滅

文化の日

4
大安

休日当番医
大木医院
☎３３－２４２４

5
赤口

6
先勝

7
友引

8
先負

9
仏滅

10
大安

11
赤口

休日当番医
深谷クリニック
☎３３－３２２３

心配ごと相談
図書館休館日

12
先勝

13
仏滅

14
大安

15
赤口

16
先勝

17
友引

18
先負

休日当番医
車田病院
☎４３－１０１９

心配ごと相談（弁護士相談）
4ケ月児健康診査
〈対象児〉R5.7月生
図書館休館日

2歳6ケ月児歯科クリニック
〈対象児〉R3.3～5月生

19
仏滅

20
大安

21
赤口

22
先勝

23
友引

勤労感謝の日

24
先負

25
仏滅

休日当番医
おおひら整形外科クリニック
☎３３－９４６８

心配ごと相談
図書館休館日

3歳児歯科クリニック
〈対象児〉R2.9～11月生

休日当番医
塙厚生病院
☎４３－１１４５ 図書館休館日

26
大安

27
赤口

28
先勝

29
友引

30
先負

1
赤口

2
友引

休日当番医
木村医院
☎４６－３５２８

心配ごと相談
3歳児健康診査 
〈対象児〉R2.3～5月生 
図書館休館日 図書館休館日（図書整理）

NOVEMBER

2023年
（令和５ 年）

O
11 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
24
      31 25 26 27 28 29 30

1210
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

 ✿今⽉の町税等納期のお知らせ✿
  固定資産税………………４期 
  国⺠健康保険税…………５期 
  介護保険料………………５期 
  後期⾼齢者医療保険料…４期 

納期限 11 ⽉ 30 ⽇（⽊）

毎月19日は
食育の日

よく噛むメリット
「認知症予防」



12



日 月 火 水 木 金 土

28
友引

29 30
赤口

1
仏滅

2
大安

3
赤口

4
先勝

5
友引

6
先負

7
仏滅

8
大安

9
赤口

休日当番医
あらまちクリニック
☎３３－８０１８

心配ごと相談
図書館休館日

10
先勝

11
友引

12
先負

13
大安

14
赤口

15
先勝

16
友引

休日当番医
つちやクリニック
☎４３－２２５０

心配ごと相談（弁護士相談）
4ケ月児健康診査
〈対象児〉R5.8月生
図書館休館日

17
先負

18
仏滅

19
大安

20
赤口

21
先勝

22
友引

23
先負

休日当番医
東舘診療所
☎４６－２３１２

心配ごと相談
10ヶ月児健康相談 
〈対象児〉R5.2～3月生
図書館休館日

24
仏滅

休日当番医
和田医院
☎３３－２０１２

25
大安

26
赤口

27
先勝

28
友引

29
先負

30
仏滅

31
大安

休日当番医
深谷クリニック
☎３３－３２２３
図書館休館日

心配ごと相談
図書館休館日 図書館休館日

休日当番医
大木医院
☎３３－２４２４
図書館休館日

DECEMBER

2023年
（令和５年）

C

年
）12 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

111

 ✿今⽉の町税等納期のお知らせ✿
  町県⺠税…………………４期 
  国⺠健康保険税…………６期 
  介護保険料………………６期 
  後期⾼齢者医療保険料…５期 

納期限 12 ⽉ 25 ⽇（⽉）

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

毎月19日は
食育の日

よく噛むメリット
「しっかりとした

 噛合わせ」
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日 月 火 水 木 金 土
31
先負

1
赤口

元日

2
先勝

3
友引

4
先負

5
仏滅

6
大安

休日当番医
車田病院
☎４３－１０１９
図書館休館日

休日当番医
おおひら整形外科クリニック
☎３３－９４６８
図書館休館日

休日当番医
塙厚生病院
☎４３－１１４５
図書館休館日 図書館休館日

7
赤口

8
先勝

成人の日

9
友引

10
先負

11
赤口

12
先勝

13
友引

休日当番医
木村医院
☎４６－３５２８

休日当番医
あらまちクリニック
☎３３－８０１８ 図書館休館日

14
先負

15
仏滅

16
大安

17
赤口

18
先勝

19
友引

20
先負

休日当番医
つちやクリニック
☎４３－２２５０

心配ごと相談（弁護士相談）
4ケ月児健康診査
〈対象児〉R5.9月生 
図書館休館日

21
仏滅

22
大安

23
赤口

24
先勝

25
友引

26
先負

27
仏滅

休日当番医
東舘診療所
☎４６－２３１２

心配ごと相談
1歳 6ケ月児健康診査
〈対象児〉R4.6～8月生
図書館休館日

28
大安

29
赤口

30
先勝

31
友引

1

休日当番医
和田医院
☎３３－２０１２

心配ごと相談
図書館休館日

2歳児歯科クリニック
〈対象児〉R3.12～R4.2月生 
3 歳児歯科クリニック
〈対象児〉R2.12～R3.2月生
図書館休館日（図書整理）

JANUARY

2024年
（令和６年）1 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

212

 ✿今⽉の町税等納期のお知らせ✿
  国⺠健康保険税…………７期 
  後期⾼齢者医療保険料…６期

納期限 1 ⽉ 31 ⽇（⽔）

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
24
      31 25 26 27 28 29 30

毎月19日は
食育の日

よく噛むメリット
「栄養素の  
 吸収⾼める」
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日 月 火 水 木 金 土
30
先負

31
大安

1
先負

2
仏滅

3
大安

4
赤口

5
先勝

6
友引

7
先負

8
仏滅

9
大安

10
先勝

休日当番医
大木医院
☎３３－２４２４

心配ごと相談
図書館休館日

11
友引

建国記念の日

12
先負

振替休日

13
仏滅

14
大安

15
赤口

16
先勝

17
友引

休日当番医
深谷クリニック
☎３３－３２２３

休日当番医
車田病院
☎４３－１０１９ 図書館休館日

2歳 6ケ月児歯科クリニック
〈対象児〉R3.6～8月生

10ヶ月児健康相談 
〈対象児〉R5.4～5月生

18
先負

19
仏滅

20
大安

21
赤口

22
先勝

23
友引

天皇誕生日

24
先負

休日当番医
おおひら整形外科クリニック
☎３３－９４６８

心配ごと相談（弁護士相談）
4ケ月児健康診査
〈対象児〉R5.10月生
図書館休館日

休日当番医
塙厚生病院
☎４３－１１４５

25
仏滅

26
大安

27
赤口

28
先勝

29
友引

1
大安

2
大安

休日当番医
木村医院
☎４６－３５２８

心配ごと相談
3歳児健康診査 
〈対象児〉〉R2.6～8月生 
図書館休館日 図書館休館日（図書整理）

FEBRUARY

2024年
（令和６年）2 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
24
    3125 26 27 28 29 30

31

 ✿今⽉の町税等納期のお知らせ✿
  国⺠健康保険税…………８期 
  後期⾼齢者医療保険料…７期

納期限 ２⽉ 29 ⽇（⽊）

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

毎月19日は
食育の日

よく噛むメリット
「きれいな発⾳」
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日 月 火 水 木 金 土
25
友引

26
赤口

27
赤口

28
大安

29
赤口

1
先負

2
仏滅

3
大安

4
赤口

5
先勝

6
友引

7
先負

8
仏滅

9
大安

休日当番医
あらまちクリニック
☎３３－８０１８

心配ごと相談
図書館休館日

10
友引

11
先負

12
仏滅

13
大安

14
赤口

15
先勝

16
友引

休日当番医
つちやクリニック
☎４３－２２５０

心配ごと相談（弁護士相談）
4ケ月児健康診査
〈対象児〉R5.11月生
図書館休館日

17
先負

18
仏滅

19
大安

20
赤口

春分の日

21
先勝

22
友引

23
先負

休日当番医
東舘診療所
☎４６－２３１２

心配ごと相談
図書館休館日

休日当番医
和田医院
☎３３－２０１２ 図書館休館日

24
仏滅

休日当番医
大木医院
☎３３－２４２４

25
大安

26
赤口

27
先勝

28
友引

29
先負

30
仏滅

31
大安

休日当番医
深谷クリニック
☎３３－３２２３

心配ごと相談
図書館休館日

　　　　　　　　　　献血

MARCH

2024年
（令和６年）

MAR
3 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

42
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

毎月19日は
食育の日

よく噛むメリット
「イライラ防⽌」



塙町国民健康保険からのお知らせ

　病気やケガをしたとき、お医者さんに医療費の一部（一部負担金）
を支払うだけで、診療をうけることができます。残りの費用は国保が
負担します。

　入院時の食事代については、1回につき下表の額を支払うだけで、
残りは国保が負担します。

※高額療養費の支給対象になりません。
※住民税非課税世帯、低所得Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担　
額減額認定証」の掲示が必要です。健康福祉課へ申請してください。

　次のように費用をいったん全額支払った場合は、申請により国保が
審査し、認められれば、保険給付金が後で支給されます。

　国保に加入している人が出産したときに、支給されます（妊娠85
日以降の死産・流産でも支給されます）。
※他の健康保険などからこれに相当する給付をうけられる場合を除きます。

　国保に加入している人が死亡したときに、葬祭を行った人に支給さ
れます。

　お医者さんで高額の一部負担金を支払った時は、申請により限度額
を超えた分が支給されます。70歳未満の人、70歳以上75歳未満の人
では、限度額区分が異なります。
◆一部負担金が限度額を越えた場合
　同じ人が、同じ月内に、自己負担限度額を超えて一部負担金を支払っ
たとき、その超えた分が支給されます。
◆限度額認定証
　入院や外来で自己負担限度額を超えるような場合、あらかじめ「限
度額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を健
康福祉課（国保係）まで申請してください。「限度額認定証」を医療
機関の窓口に掲示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額
までとなります。
※国保税の滞納のない世帯だけに認定証が交付されます。
・国保税を滞納している人はこれまでどおり、窓口で医療費の一部負担額を、全
　額自己負担します。
◆同じ世帯で合算割して限度額を超えた場合
　一つの世帯内で、同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払った
場合が２回以上あったとき、それらの額を合算して、限度額を超えた
額が支給されます（世帯合算）。
※世帯合算は、家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ人が同じ月
　内に複数の医療機関等で一部負担金を支払っている場合にも適用されます。
◆１２か月間に４回以上支給を受ける場合　
　一つの世帯で、12か月間に４回以上高額療養費の支給を受けると
き、４回目以降は、１か月の限度額がさらに軽減されます（多数回該当）
◆支給申請のお知らせ（推奨）について
　高額療養費の支給対象に該当する場合、高額療養費の支給について
お知らせする通知書を、早ければ診療月の３か月後にお送りしていま
す。通知書が届きましたら、必要事項等をご記入の上、申請をしてく
ださい。
※申請の際には、受診した医療機関の領収書の添付が必要となりますので、領
　収書は必ず保管しておくようにしましょう。

国
保
に
は
い
る
と
き

転入してきたとき 印かん、転出証明書
他の健康保険をやめたとき 印かん、退職証明書等
生活保護を受けなくなったとき 印かん、保護廃止決定通知書
子供が生まれたとき 印かん、保険証、母子健康手帳
外国人が加入するとき 在留カード

国
保
を
や
め
る
と
き

転出するとき 印かん、保険証
他の健康保険に加入したとき 印かん、両方の保険証

生活保護を受けるとき 印かん、保険証、
保護開始決定通知書

死亡したとき 印かん、保険証
外国人が脱退するとき 保険証、在留カード

そ
の
ほ
か

住所、世帯主、世帯、
氏名が等が変わったとき 印かん、保険証

保険証をなくしたとき、
汚れて使えなくなったとき

印かん、保険証、
身分を証明するもの

修学のため、子どもが他の
市区町村に居住するとき

印かん、保険証、
在学証明書

※国保の届け出には、マイナンバーと身分を証明するものが必要です

　職場の健康保険などに加入している人、後期高齢者医療制度
対象の人、生活保護をうけている人以外は、すべての人が国保
の加入者となります。

1

2

3

急病など、緊急その他やむをえない理由で、医療機関に保険
証を提出できなかったとき

医師が必要だと認めた、はり・きゅう・マッサージをうけたとき

コルセットなどの治療用装具を購入したとき

輸血のための生血代を負担したとき
海外渡航中に国外で治療をうけたとき
（治療目的で渡航した場合は対象となりません。）

骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術をうけたとき
（国保の取り扱いをしている柔道整復師の場合には、医療機関と同様に一部負担金で施術がうけられます。）

１

５

６

２

３

４

4

5

6

義務教育就学前 2割
義務教育就学後から70歳未満 3割

70歳以上75歳未満 2割又は 3割
※（現役並み所得者は３割）

一般（下記以外の人） 460 円

住民税非課税世帯
70歳以上で低所得Ⅱ

90日までの入院 210 円
90日を超える入院
（過去12ケ月の入院数） 160 円

70歳以上で低所得Ⅰ 100 円



　次の計算方法をもとに、各市町村ごとに組み合
わせて算定します。

保険税を納めるときは、次のことに注意する必
要があります。
●保険税は年度ごとに計算して決定します。
●年度の途中で加入・脱退した場合
　加入→加入した月の分から月割りで納付
　脱退→脱退した月の前月分までの分を月割りで
　　　　納付

●他の市町村から転入した場合、保険税算定の基
　礎となる前年の所得金額が不明の場合、前住地
　に問合せるため、所得金額がわかってから保険
　税が変更されることがあります。

●加入の届け出が遅れた場合、遅れた分の保険税
　も、さかのぼって納めることになります。

●所得の申告が遅れた場合は、保険税が追加徴収
　されることがあります。

❖

所得割額　所得に応じて計算
均等割額　加入者数に応じて計算
平等割額　１世帯いくらと計算

❖

　保険税を納めるのは、国保の加入者である
なしにかかわらず、各世帯の世帯主です。た
だ、保険税がかかるのは加入者分のみとなり
ます。

　町指定の金融機関などの窓口でとりあつか
います。
申し込みに必要なもの
・保険税の納付書・通帳・通帳届印

次のような滞納措置がとられます。

　塙町では妊娠５か月から出産月の翌月までの妊
産婦の保険診療に対し、医療費の助成を行ってい
ます。

❖

督促をうけたり、延滞金が加算される場合がありま
す。

「被保険者資格証明書」で受診した場合、かかった
医療費はいったん全額自己負担となります。

国保の給付（療養費、高額療養費、出産育児一時金、
葬祭費など）の全部または一部が滞納保険税にあて
られたり、国保の給付の全部または一部がさしとめ
られます。

通常の保険証のかわりに、有効期間が短い「短期被
保険者証」や「被保険者資格証明書」が交付されます。

１

２

３

４

※上記の滞納措置のほか、財産の差し押さえなどの滞
納処分を行う場合があります。
　災害などにより保険税の納付が困難になったとき
は、早めに担当窓口（収納係）へご相談ください。

保険証を掲示すると福島県内では一
部負担金の支払いがありません。た
だし、入院時の食事代はかかります
ので、支払った領収書と印かんを
もって役場窓口で申請して下さい。

白河市、西白河郡、東白川郡、石川
郡の保険医療機関等、及び歯科を除
く郡山市、須賀川市、岩瀬郡の保険
医療機関等では、保険証と一緒に「こ
ども医療費受給資格証」を掲示す
ると一部負担金の支払いはありませ
ん。

ただし、次の場合は窓口で一部
負担金がかかり、申請が必要と
なりますので、ご注意ください。

限　度　額 同じ月内に、同じ医療機関で
21,000円を超えたもの

医 療 機 関 柔道整復師医療を受診したもの

対象外地域
白河市、西白河・東白川・石川郡内の
保険医療機関、及び歯科を除く郡山
市、須賀川市、岩瀬郡内以外の保険
医療機関で受診されたもの

※医療機関などの窓口でお支払い後、領収書添付
　または「こども医療費助成申請書」に医療機関
　から証明をもらい役場へ申請してください。（申
　請書は役場にあります。）

国保の場合

保険証と、「妊産婦医療費受給資格
証」を掲示すると福島県内では、一
部負担金の支払いはありません。
ただし、入院時食事療養費の一部負
担金は支払った領収書と印かんを
持って役場窓口で申請して下さい。

国保以外の
健康保険の
場合　　　

いったん一部負担金の支払いが発生
しますが、領収書と印かんを持って、
役場窓口で申請して下さい。

※医療費の助成を受ける為には、「塙町妊産婦医療費受
　給資格証」の登録を役場窓口へ申請して下さい。
※医療機関等で支払いの際に領収ではなくレシートをも
　らった場合は、申請書に医療機関等の証明をもらって
　ください。

❖
● 75歳以上の人（75歳の誕生日当日から）
●一定の障害がある 65歳以上の人（認定を受けた日から）

❖
　被保険者全員に独自の保険証が、一人に１枚交
付されますので、保険証を医療機関の窓口で提示
してください。（一部負担金は次のとおりです）

❖

　年額18万円以上の年金を受け取っている人は、
保険料が年金から天引き（特別徴収）または、口
座振替の方法により納めます。ただし、年金 18
万円未満の人は、個別に納めます。（普通徴収）
　また、介護保険料とあわせた保険料額が年金額
の２分の１を超える場合は、年金からは天引きさ
れず、個別に納めます。

　ジェネリック医薬品とは、新薬（最初に作られ
た薬）の特許期間が過ぎてから作られたお薬です。
新薬と同じ有効成分で作られており、新薬と同等
の効き目、安全性が実証されています。
　ジェネリック医薬品は、開発コストが少ない分、
低価格です。ジェネリック医薬品を選ぶことは、
ご自身の負担を減らすことだけでなく、国全体の
医療費の削減につながります。

　交通事故など第三者の行為によってうけたケガ
の医療費は、原則として加害者が全額負担すべき
ものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、
一時的に国保で治療を受けることができます。た
だし、あとで国保が加害者に請求しますので、国
保の窓口に届け出をしましょう。

◆ジェネリック医薬品希望シールをご活用
　ください
　ジェネリック医薬品希望シールを保険証やお薬
手帳の余白部分に貼り付けて、医師や薬剤師に
ジェネリック医薬品への変更の意思を伝えましょ
う。
　ジェネリック医薬品希望シールは、保険証の定
期更新時に同封しています。また、健康福祉課国
保係でも配布しています。
※治療の方針などにより、ジェネリック医薬品へ
の切替えができない場合もあります。詳しくは、
医師や薬剤師へご相談ください。

◆「ジェネリック医薬品使用促進のお知ら
せ」をご確認ください　
　お薬をジェネリック医薬品へ切り替えると、お
薬の自己負担額が 100 円以上減額すると見込ま
れる方へ「ジェネリック医薬品使用促進のお知ら
せ」をお送りしています。
　ジェネリック医薬品に
切り替えた場合のお薬代
の参考としてください。

※令和４年10月１日から導入


